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東日本大震災に対する 

健康保険一部負担金等免除証明書と健康保険関係事項証明書 

の発行について（全国健康保険協会） 

 

【全国健康保険協会が発行する証明書】 

 

１．健康保険一部負担金等免除証明書 

 

 ①  協会管掌健康保険の被保険者もしくは被扶養者（以下｢加入者｣といいます。）の申請

により、受付を行った支部の支部長名で発行します。 

 

 ②  健康保険一部負担金等免除証明書の有効期限は、一部負担金は平成２４年２月２９

日までです。 

    また、入院時の食事療養及び生活療養に係わる標準負担額は、厚生労働大臣が定め

る日までとされております。この厚生労働大臣が定める日は、平成２３年８月３１日が予

定されておりますが、状況によっては延長されることがあります。 

 

 ③  加入者は保険医療機関、保険薬局の窓口で、健康保険一部負担金等免除証明書を

健康保険被保険者証（または、年金事務所が発行する健康保険被保険者資格証明書な

いし当協会が発行する健康保険関係事項証明書）に添えて申請します。 

 

 ④  健康保険一部負担金等免除証明書の免除有効期限の始期については、平成２３年７

月１日以降としていますが、平成２３年６月中に証明書を提示された方については、一部

負担金の支払い猶予と同様に取り扱うようご配慮ください。 

 

２．健康保険関係事項証明書 

 

 ①  協会管掌健康保険の加入者の申請により、受付を行った支部の支部長名で発行しま

す。 

 

 ②  健康保険関係事項証明書の有効期限は、当該申請書受付日より概ね１か月としま

す。 

 

 ③  健康保険関係事項証明書を保険医療機関、保険薬局へ持参した場合、健康保険被

保険者証と同様の取扱いをお願いします。 






